
令和５年度

家族支援パンフレット

航空幕僚監部人事教育部厚生課
令和５年８月

このパンフレットは、隊員が家族とともに活用できるように作成しています。
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ご家族と一緒に確認して下さい。



航空自衛隊では、武力攻撃事態、大規模災害及び国際平和協力活動等の
多様な事態に迅速・的確に対処できるよう、日頃から即応態勢の維持・向
上に努めています。

こうした我々の任務は、隊員の努力はもとより、それを支えるご家族の
ご理解とご協力があってこそ遂行できるものです。

航空自衛隊が今取り組んでいる家族支援を紹介するとともに、隊員家族
の皆様に家族支援をご理解していただきたくパンフレットを作成しました。

はじめに
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対領空侵犯措置

他国との共同訓練

警戒監視

能力構築支援

弾道ミサイル防衛

災害派遣活動

防衛協力・交流の推進

日米同盟の強化在外邦人等の輸送 要人輸送国際平和協力活動
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家族支援とは、任務遂行のため隊員が急きょ不在にする場合や長期間不在
にする場合においても、ご家族が安心して生活できるように日頃から準備
しておくことにより、隊員が安心して任務にまい進することを目的として
います。

このため、日頃から「部隊とご家族」及び「ご家族同士」のつながりと
交流を深めていくための取り組みを推進していきます。
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ご家族が安心して
生活できる準備

１ 家族支援とは

隊員が安心して
任務にまい進

家族支援の３つの柱

「公助」「共助」「自助」

「公助」の充実
部隊等からの支援
・ 隊員家族及び隊員への情報提供
・ 隊員家族に対する共済組合サービスの提供 等

「共助」の充実
地域や仲間で助け合うこと
・ 部外協力団体等との協力体制の構築
・ 困ったときに助け合える仲間を作る 等

「自助」の充実
自分の身は自分で守る
・ 備蓄（水・食料）の準備
・ 家族内の連絡手段・方法の事前確認
・ 隊員不在間の必要な手続きの確認 等



２ 家族支援として取り組むこと

不安解消 不安解消

不安解消 不安解消

◆隊員家族に対する派遣等に関する
家族説明会の実施

◆隊員家族からの各種相談の対応

◆隊員家族に対する隊員の活動状況等
の情報提供

◆隊員家族に対する見学会等の開催

不安解消

◆家族支援に関わる部外協力団体等との調整
５

隊員 家族

隊員家族と部隊等
との信頼関係を醸成



●「留守家族名簿の作成」
➤ 緊急時等においても、ご家族へ迅速かつ

的確に情報を提供できるようにするため

●「委任状の提出」
➤ 隊員が活動により長期間不在となり、留守を託された
ご家族が防衛省共済組合のサービスを利用するため

６

３ ご家族にご理解いただきたい事項

航空自衛隊は、これまでも国際平和協力活動に関する長期の国外任務等に
おいて、家族支援を実施してまいりました。

今後は、国内外の任務にかかわらず、その状況に応じ必要な支援ができる
よう、取り組んでまいります。

そのため、隊員に以下のことをお願いしておりますので、
ご理解願います。

更に、部隊では「部隊とご家族」及び「ご家族同士」のつな
がり・絆を深めることができる取組みを推進してまいります。
多数の参加をお待ちしております。



留守家族名簿は下表の内容となっております。
当該名簿は、緊急時等においても、ご家族へ迅速かつ的確に情報を提供で
きるようにするためのものです。ぜひご登録をお願いします。
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● ご家族への確実な連絡ができるようご家族が居住する住所だけでなく、携帯電話番号や
携帯のメールアドレス、勤務先などの登録をお願いします。

４ 留守家族名簿について

※ 留守家族名簿は、異動時及び登録内容変更時等に更新し、最新の状態を維持します。

留守家族名簿については、個人情報として
取扱い、適切に管理しております。必要時
以外に使用することはありません。

【留守家族名簿】

代表
内線

内線

内線

代表
内線

代表

特記事項

代表

ふりがな
氏名

生年月日
健康
状態

携帯電話番号
勤務先等名

（会社、学校等）
勤務先電話番号

勤務先等
電話番号

代 表 内 線

市 町 村 番 地
メール
アドレス

自 宅

マンションアパート名 携 帯

健康状態

住

所

郵 便 番 号 都道府県 電話番号 自 宅 携 帯第

１

家

族

続柄
ふりがな

勤務先等名
（会社、学校等）

同

居

家

族

続柄

特 記 事 項

氏 名

生年月日



■ 防衛省共済組合のサービス

※ 防衛省共済組合のサービスは、「留守家族名簿」の登録とは関係なく受けることができます。
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５ 委任状について

項 目 内 容

短期経理
（医療費の請求等）

①短期給付金の請求及び受領手続（家族出産費、家族療養費、災害見舞金等）

②組合員証等の検認等手続
③被扶養者の申告手続（扶養認定、取消等）

保健経理 助成事業に係る申請及び受領手続（インフルエンザ予防接種助成金等）

貯金経理 組合員貯金の預入、払戻し及び通帳等の受領手続

貸付経理 組合員借入金の申込み、受領及び弁済手続

物資経理（商品購入） 商品購入の申込み、受領及び商品代金支払手続

隊員が任務等で長期不在の際、ご家族が以下の防衛省共済組合のサービス
を直接利用するための手続です。
委任状がないと隊員に代わってご家族等が共済組合のサービスを受けるこ
とができません。ぜひご提出をお願いします。

※ 原則として、１８歳以上の三親等以内のご家族１名を受任者に指定
できます。

※ 隊員が派遣された後であっても、派遣先の業務隊等で委任状の手続
を踏めば対応できる場合もあります。



記入例

９

≪ご利用上の注意事項≫

【補足】委任状について

≪家族間で決めてもらう事項≫

✔ 家族の誰に委任するのか

✔ どのサービスを委任するのか

ご家族が防衛省共済組合の手続きをする際は、
印鑑及び本人を確認できる書類（組合員証、運転
免許証等）をお持ちください。

貯金の手続きに限り、上記に加え、「防衛省共
済組合総合貯金通帳」及び「通帳の登録印章」も
必要となります。

委任状の効力は、提出から所属支部に在籍してい
る期間中有効となります。

貯金の戻入は、受任者の居住地の最寄支部を指定
することで、当該支部での手続きが可能です。

なお、貯金以外のサービスに対しても受任者が所
属支部に指定した最寄支部（空自支部に限る）で
手続きしたい旨を事前に連絡することで、当該支
部での手続きが可能となります。



６ 国外任務に係る家族支援活動の取り組み

◆ 直近の国外任務の状況

・ トルコ共和国における国際緊急援助活動等（令和５年２月１３日 ～ 令和５年３月２３日）
・ 在スーダン共和国邦人等の輸送 （令和５年４月２３日 ～ 令和５年４月２８日）

◆ 実施内容

【取り組み内容】

● ご家族への説明
現地及び活動の概要、報道に対する注意事項、相談窓口、共済組合サービス内容 等

● ご家族からの問い合わせの対応など

【例】家族説明資料（在スーダン共和国邦人等の輸送）

丁寧な説明と情報提供ありがとうございました。
短期間の派遣でありましたが、皆様とのつながりを感じ
ることができ、不安を払拭できました。

【家族からの一言】

任務の都度、適時の情報提供のおかげで任務の概要を
理解することができました。
自衛隊の活動が国際貢献に関与でき誇りに思います。
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派遣隊員のご家族の安心感を醸成するため、隊員の出国・帰国及び異常の
有無等に係る情報を対外公表可能な範囲で提供しています。



7 部隊と隊員ご家族とのコミュニティ

令和４年度に実施しました「部隊とご家族」及び「ご家族同士」のつなが
りと交流を深めていくための取り組みをご紹介します。

空自が推進する家族支援施策を説明するとともに、各職務等の理解の深化に加
え、部隊と隊員家族の関係の深化を図りました。

～ 小牧基地「共済セミナー・家族支援説明会」 ～
（隊員家族101名（38世帯）が参加）

～ 芦屋基地「13教団ファミリー・デイ」 ～
（隊員家族６６名（２１世帯）が参加）

隊員の皆さんが一生懸命に働いている姿を見てさらに
応援したくなりました。隊員皆様が温かく接して下さ
り、心地よく見学できました。これからも国を守るた
めに頑張って下さい。

普段できない体験をさせていただきありがとうござい
ました。部隊との距離が縮まりました。

【参加家族からの一言】
【参加家族からの一言】
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8 家族支援施策の充実化に係る取り組み

隊員家族の支援に対する協力に関する協定（中央協定）締結について

令和４年7月２６日、航空自衛隊は、大規模災害時においても隊員が安心して任務にまい進できる
ように自衛隊の協力団体である家族会、隊友会及びつばさ会と協力関係を構築しました。

これにより、隊員家族の安否確認など、それぞれの基地等において、協力団体から協力が得られる
枠組みを整備することができました。
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【中央協定の概要】

【安否確認 イメージ図】

◆ 平素の準備 ◆ 事態発生時



8 家族支援施策の充実化に係る取り組み

安否確認システムの導入について

令和５年度から、大規模地震等発生時においても、隊員及びその家族が互いの安否に対し、心に不
安を抱くことなく、安心して任務又は生活が送れる環境を整備するため、全国に安否確認システムを
導入しました。
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【①隊員のアプリインストール手順】

①ご家族である隊員が
アプリをインストール

②隊員が家族情報を入
力（ニックネームで
OK！）

③隊員がアプリメニュー
画面から家族へ認証
コードを送信

④通知された認証コード
から、ご家族がアプリ
をインストールし、認証
コードでログイン！

家族間で安否確認シス
テムを使用するには？

大規模災害発生時においても、隊員及びその家族が互いの安否に対し、心に不安を抱くことなく、安心し
て任務又は生活できる環境整備を引き続き推進していきます。



ご質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先までお問い合わせ下さい。

〇防衛省共済組合に関すること：隊員が勤務している基地の業務隊・厚生班

（電話 内線 ）

〇その他：隊員が勤務している部隊等の総括・人事・厚生の部署

（電話 内線 ）

航空自衛隊
ウ ェ ブ サ イ ト

航空自衛隊

防衛省共済組合
ウ ェ ブ サ イ ト

防衛省共済組合

家族支援パンフレット
のダウンロードができ
ます！

9 連 絡 先

自衛隊入間病院「こころの相談電話」

・ 平日：０９:３０～１６:００
・ 電話：０４－２９５５－７４４８（内線：８－４３－５１３４）

・メール：kokoro＠inet.asdf.mod.go.jp
・ 防衛省職員 及び その家族が利用できます。（匿名での相談可）

こころの相談
電話はこちら

こころの相談
メールはこちら

１4」

以下のウェブサイトも、是非ご活用ください。


